
内部監査の実施状況について 

（令和８年３月２４日現在） 

監査対象 

官 署 名 
監査実施日 主な監査項目 監査結果の概要 講ずる措置 

局内各課室 令和 7 年 11 月 5 日

から 12 月 10 日に

かけて実施 

・庶務事務に関する事項 

・管理事務に関する事項 

・通勤届に転居後の住所を確

認する資料が添付されてい

なかった。(１所属) 

 

 

・休暇簿に記載する休暇日

数・時間について、計算誤り

に よ る 誤 記載 が 認めら れ

た。(１所属) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通勤手当の新規届や住所変更届

が提出される際には、住所確認資

料を通勤届に添付し、複数職員に

よるチェックを徹底することとした。 

 

・各職員に休暇簿に記載する付与日

数・残日数・取得日数の計算を正確

に行うよう改めて周知するととも

に、決裁者は、休暇請求内容に加

え、休暇簿の記載内容および残日

数の計算が正確であるかを必ず確

認することを徹底することとした。 

 

 

 

 

 



監査対象 

官 署 名 
監査実施日 主な監査項目 監査結果の概要 講ずる措置 

管内労働 

基準監督署 

全７署 

令和 7 年 10 月 28

日から 12 月 12 日

にかけて実施 

・庶務事務に関する事項 

・管理事務に関する事項 

・公用外出において、行動記

録表に記載すべき業務命令

日の記載漏れがあった。（２

署） 

 

 

・通勤手当の認定について、

手当額の算出方法に誤りが

あった。（１署） 

 

 

・休暇簿に記載する休暇日

数・時間について、計算誤り

に よ る 誤 記載 が 認めら れ

た。(4 署) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・旅費の発生しない公用外出におい

ては、業務命令日が不要であると

の誤認が要因のため、同様の誤り

が生じないよう担当者会議におい

て説明を行うこととした。 

 

・認定時における内容や手順を再確

認したうえで、認定誤りが生じない

よう担当者会議において説明を行

うこととした。 

 

・各職員に休暇簿に記載する付与日

数・残日数・取得日数の計算を正確

に行うよう改めて周知するととも

に、決裁者は、休暇請求内容に加

え、休暇簿の記載内容および残日

数の計算が正確であるかを必ず確

認することを徹底することとした。 

 

 

 



監査対象 

官 署 名 
監査実施日 主な監査項目 監査結果の概要 講ずる措置 

管内公共職

業安定所 

全１２所 

令和 7 年 10 月 3 日

から 12 月 9 日にか

けて実施 

・庶務事務に関する事項 

・管理事務に関する事項 

・出勤簿について、出張や休

暇に関する表示漏れがあっ

た。（１所） 

 

・超過勤務手当の支給に係る

事務処理において、超過勤

務実施時間の積算誤りによ

る支給額の誤りがあった。

（２所） 

 

 

・休暇簿に記載する休暇日

数・時間について、計算誤り

に よ る 誤 記載 が 認めら れ

た。(５所) 

 

 

 

 

 

・表示を行う際に、複数職員によるチ

ェックを徹底するとともに、四半期毎

にも再度チェックすることとした。 

 

・複数職員によるチェックを行ってい

ないことが要因であるため、チェッ

クを徹底するとともに、間違いが多

く発生していることから、担当者会

議において注意喚起を行うこととし

た。 

 

・各職員に休暇簿に記載する付与日

数・残日数・取得日数の計算を正確

に行うよう改めて周知するととも

に、決裁者は、休暇請求内容に加

え、休暇簿の記載内容および残日

数の計算が正確であるかを必ず確

認することを徹底することとした。 

 

 

 


